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要　旨　在宅看護論の教育方法・内容に関する文献から，その変遷と現状を把握し，2009年から
統合分野に位置づけられた在宅看護論の今後の改善点・解決方法への示唆を得ることを本研究の目的
とする．医学中央雑誌WEBより「在宅看護」「学生」をキーワードとし，教育方法・内容・課題に
言及している1997年から2010年の原著文献112件を対象とした．科目創設年（1997年）からしばら
く文献は少なく，2005から2010年の文献が8割を占めた．筆頭著者はほとんどが看護教育職であり，
実習や学生の学びに関する文献が多くみられていた．統合分野における在宅看護論の教育に関する現
状と改善方策としては以下の5点が挙げられた．１．統合分野として教育上の科目役割を果たすため
にも，在宅看護論担当教員をはじめとし，教育に携わる教員，実習指導者等を含めた教育体制の見直
しが必要である．２．訪問看護ステーションを取り巻く環境が経済的にも人材的にも厳しいといわれ
ているが，今後実習に関するさらなる協働を図っていく必要がある．また，他の実習施設や実習指導
者も同様に協働を図る必要がある．３．限られた時間数の中で，効率よく学習をすすめる，知識を定
着させるためには，体験型学習，小集団学習が有効である．しかし，グループ学習に対する教員自身
のスキルアップは必須である．４．地域に暮らす人々の生活を理解する新たな工夫をする必要がある．
５．在宅終末期看護をすべての学生が実習で体験できる状況にはない．しかし，今後在宅療養者の増
加が予測され，在宅での医療的技術の提供や看取り，グリーフケアへの看護職のかかわりが増してい
く．そのような状況を鑑み，さらなる教育方法を模索していく必要がある．

Abstract

　This study reviewed investigations conducted between 1997 to the present on the transition and 
status of education for homecare nursing, in attempts to obtain suggestions for the improvement of 
educational methods in this field. 
　A search was made of the Japana Centra Revuo Medicina database, version 4, covering the 
period of 1997, when the subject was introduced in nursing, to 2010, using the search terms 
“homecare nursing” and “students”. Original articles referring to homecare nursing education 
were targeted and 112 publications were retrieved with both search terms. Publications were few 
in the early stage of homecare nursing education, from 1997 to 2004; 80% of articles were published 
from 2005 onwards when homecare nursing was recognized to be an advanced subject. Most of the 
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Ⅰ．はじめに
　我が国は，世界に例を見ないスピードで高齢
化が進み，活動的で健康レベルの高い高齢者は
もとより，慢性疾患や障害を抱えながら社会生
活を送る高齢者も年々増加している状況であ
る．同時に，医療ニーズの高まりや高度で良質
な医療サービスへの要望，そして価値観の多様
化を背景に，高度な知識・技術を身に付け，多
様な価値観を理解し対応できる医療者が求めら
れている．そのような背景から，2009年「保健
師助産師看護師学校養成所指定規則」の改正に
おいて，統合分野が新設され，「在宅看護論」「看
護の統合と実践」が「統合分野」に位置付けられ
た．「統合分野」とは，「臨床に近い環境で知識・
技術を提供する」と説明されている1）．しかし，
在宅看護論において「統合」をどのようにとらえ
るかを調査したところ「対象の捉え方」，「看護
職としての能力」，「教育内容」など，何をもっ
て統合とするのか，その意味合いはまだ明確に
なっていない1）2）．
　在宅看護論は，1996年（平成8年）の看護基礎
教育カリキュラム改正によって新たに導入さ
れ，翌年1997年度からこの改正は実施された．
看護教育科目の中では，新しい科目であると言
える．そして2009年のカリキュラム改正によっ

て在宅看護論が「統合分野」として位置づけられ
たことにより，さらなる教育の質の向上，教育
内容の明確化など多くの課題を抱えることに
なった．その解決のためには，在宅看護の重要
性の認識や保健師教育，他の臨床領域との関連
付け，実習環境の整備など多くのことを考えて
いく必要がある3）4）．
　木下は，統合分野における在宅看護論と，
1996年のカリキュラム改正時との違いを述べ
ている．1996年の改正では，①学生の自己学
習能力を高めることのできる学習体制を推進す
る，②各養成所の自由裁量が発揮できるように
単位制を導入する，③週休2日制の導入に伴い，
ゆとりをもたせたカリキュラムにする，という
3点を基本的考え方とした．そして，在宅看護
論では，それまで，講義も実習も「施設中心」で
あった看護から，地域で生活しながら療養する
あるいは障害をもちながら生活する人々とその
家族を理解し「在宅」での看護を身につけるもの
とされた．そして2009年の改正では，「在宅で
提供する看護を理解し基礎的な技術を身につ
け，他職種と協働するなかで看護の役割を理解
する内容とする」「在宅の終末期看護に関連す
る内容を含む」5）とされ，この点の学習が必要
となった．そのため，実習では訪問看護の場に
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first authors were nursing educators, and many publications concerned nursing practices and 
student learning. Problems identified in homecare nursing education through the literature review 
and suggested improvements are as follows. 
 First, it is necessary to review the educational system not only with respect to educators in charge 
of homecare nursing education but also educators in all fields and practicum leaders. Second, it is 
necessary to improve cooperation between homecare nursing professionals, practicum leaders, and 
other health and welfare professionals in practice. Third, it is effective for students to have 
opportunities for experiential study and small group study, but it should not be forgotten that nurse 
educators also need skill improvement to facilitate group study. Fourth, a new evaluation tool is 
required to ascertain the needs of residents in each region. Lastly, while it is not possible for all 
students to experience home nursing practice in end-of-life care, it is important for some form of 
educational method to better address this practice, thereby requiring nurses to expand their role to 
offer medical treatment and provide grief care.
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加え，多様な場で実習を行うことが望ましいと
されており6），それは，他職種との協働・理解
を促すうえで重要であると考える．しかし，こ
のような改善点は，4年制の大学では統合カリ
キュラムにおいて，保健師教育との関連性をど
のように考えるのか，あるいは3年制の専門学
校・短大では教育者の確保など様々な問題を引
き起こしている2）5）．
　本学部では，在宅看護や対象者を具体的にイ
メージできるよう講義・演習内容や教材を工夫
し，在宅看護論が必要となった社会的背景や基
本理念，継続看護，社会資源，幅広い対象の理
解を促すなどの教育に力を入れている．しかし，
2009年改正のカリキュラムデザインには，段
階を追って基礎，応用，統合と進む「斬新型」が
適しているが7），本学部のカリキュラムにおけ
る在宅看護論の配置は，他の専門科目と同時期
に組まれており，「斬新型」とはなっていない．
そのため，既習分野の知識・技術の統合を考え
たときに，学生の知識・技術が不足しており，
その実現は難しい現状にある．
　同様に，多くの教育現場で，在宅看護論の教
授方法，内容等に関する混乱があると予測され
る2）3）．しかし，今回のカリキュラム改正は，
今まで積み上げてきた在宅看護論の教授方法・
内容を覆すものではなく，むしろステップアッ
プを求めているものと考える．これらのことか
ら，在宅看護論の教育方法・内容の変遷や現状
の課題を把握し，統合分野における在宅看護論
を教授する上での今後の改善点を明確にするこ
とは重要であると考える．

Ⅱ．研究目的
　在宅看護論の教育方法・内容に関する研究か
ら，その変遷と現状を把握し，統合分野におけ
る在宅看護論の今後の改善点と解決方法への示
唆を得ることを本研究の目的とする．

Ⅲ．研究方法
１．研究対象
　科目新設年の1997年から2011年2月の時点
までに医学中央雑誌WEBに掲載された文献の

うち原著を対象とした．また，在宅看護論の学
生に対する教育方法と課題に関する文献抽出す
るため，「在宅看護」「学生」をキーワードとし，
155件の文献を得た．そのうち在宅看護論に関
する教育方法・内容・課題に言及している文献
を抄録内容から判断し，112件を対象として抽
出した．
２．分析方法
　各論文の「文献番号」，「出版年」，「著者名及
び所属機関名」，「研究の分類」，「研究目的」を
リストとして一覧表を作成し，分析対象とした．
また，「研究の分類」は，佐藤らが提案する看護
教育における「授業研究の分類」を参考に分類，
命名した8）．授業研究の分類は，①教育の対象
である学生に関する研究，②教える側にかかわ
る教員に関する研究，③教育のシステムである
カリキュラムに関する研究，④講義や演習内容
にかかわる教育方法に関する研究，⑤実習にか
かわる実習指導方法に関する研究の5項目に大
別した．また，④の教育方法に関する研究は，
さらに学習形態による分類（一斉学習，小集団
学習，個別学習）と教授̶学習方法による分類
（思考中心学習，体験中心学習）に大別した8）．
⑤実習に関わる実習指導方法に関する研究は，
各論文内で記述された研究目的をもとに検討
し，分類を行った．

Ⅳ．結果と考察
１．研究論文の文献数と内容の年次推移
　1997年から，2011年2月までに医学中央雑誌
WEBに集録された文献のうち本研究で対象と
している文献の年次推移をみると，在宅看護論
の教育に関する文献は，1997年から1999年は
抽出されず，2000年以降は年度による変動は
あるが，年々増加していることが分かる（図1）．
年度間の変動に関しては，文献を検討したとこ
ろ学会等の影響はなく文献総数の少なさが要因
であると考える．また，文献数をみると，2005
年から2010年の文献数は87件で，全体の文献
数（112件）の約8割を占めていた（表1）．
　内容による分類では，それぞれ①教育の対象
である学生に関する研究6件，②教える側にか
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かわる教員に関する研究3件，③教育のシステ
ムであるカリキュラムに関する研究1件，④講
義や演習内容にかかわる教育方法に関する研究
25件，⑤実習にかかわる実習指導方法に関す
る研究76件であった．また，講義・演習・実
習に関わる教育に関する研究論文があり，⑥講

義・演習・実習に関わる教育1件とした（図2）．
④教育方法に関する文献は2005年以降にみら
れ，その教育方法を分類すると一斉学習に関す
る文献はなく，個別学習1件，小集団学習4件，
体験中心学習に関するものが14件，思考中心
学習に関するものが6件であった．
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　⑤の実習指導方法に関しては，研究者が明ら
かにしたいと考えた研究の目的の記述から「学
生の学び」「実習の工夫」「実習評価」「技術経験」
「学生の認識」「実習の課題」「実習の現状」の７
項目に大別された（表1）．文献数の多かった順
に「学生の学び」26件，「実習の工夫」16件，「実
習評価」10件，「技術経験」10件，「学生の認識」
8件，「実習の課題」3件，「実習の現状」3件となっ
た．内容は多岐にわたり，その詳細を表2に示
した．
　では，実際どのように在宅看護論が検討され
ていったのかを文献から見ると，1997年に在
宅看護論が導入され，2000年頃よりその教育
に関する研究報告がなされるようになっていっ
た．研究の分類からみると，早期の研究では，
どのような対象者を訪問し，学生が実習にどの
ような経験をし，何を学んできたのかといった
実習の現状の把握が中心であった．その後論文
数が増えてきたのは，2003年頃からであり，
在宅看護論が導入されてからほぼ5年が経過し
ていた．しかし，その増加は主に実習関連の論
文数によるものであり，講義や演習に関する研
究は実習関連のものよりさらに遅く，2005年
以降の論文となった．
　その背景として，1997年からの看護に関連
する変遷が影響していると考えられる．「看護
基礎教育の充実に関する検討会報告書」は，そ
の変遷として以下の3点を挙げている．①ゆと
り教育の思想により3年間の履修時間数が2895

時間に短縮されている．それと同時に，専門分
野の実習時間数も大幅に減少している．②専門
科目として，「在宅看護論」「精神看護論」が新
たに追加され，結果的に１領域あたりの単位数
および時間数が講義・演習・臨地実習ともに少
なくなってしまう状況になっている．③新卒看
護師の離職率が3年課程の学生に多いことから
も，学生が卒業時獲得すべき能力が十分に教授
されていないのではないかというもので，これ
らの解決が2009年のカリキュラム改正に求め
られたことであった．以上のことから，看護基
礎教育の各科目において，少ない講義・演習・
臨地実習時間を補い，有効な学習支援をするた
めの教育方法の研究および開発は共通の課題で
あったと考える．さらに，1997年在宅看護論
の創設当初は，1991年の老人保健法改正によ
り老人訪問看護制度が創設され，翌年老人訪問
看護ステーションが設立し，1994年健康保険
法改正により高齢者以外も訪問看護ステーショ
ンの対象となり，徐々に訪問看護ステーション
が普及していったという経緯から，訪問看護を
経験したことがない教員が教育現場で手探りで
授業展開し，実践的なことは訪問看護師が非常
勤講師として招くという状況であった9）．従っ
て，当時の研究はいかに実習を行い，そこで何
を学生が学べたのかが優先される研究テーマで
あったと考えられる．また，2000年からの介
護保険法の施行，2002年健康増進法成立，
2005年障害者自立支援法成立，介護保険法改
正など，保健医療福祉に関連する社会的変化も
あり，在宅看護論を教育する上での様々な変化
に臨機応変な対応が必要であったと考えられ，
実習施設の確保，実習内容および指導者との調
整など，実習関連の研究テーマが先行したもの
と考えられる．しかし，在宅看護論は，1997
年のカリキュラム改正において成人看護学，老
年看護学などと同じく看護専門分野の科目で
あったが，2009年の改正により統合分野に位
置づけられた．そのことにより，幅広い看護の
対象の捉え方，対象者を取り巻く環境・制度の
理解，保健・医療・福祉の専門職やチーム，ケ
アシステムの理解など，基礎看護学を基盤に母
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性看護学，小児看護学，成人看護学，老年看護
学，精神看護学の統合された知識・技術が求め
られる科目となった．このような転機を迎え，
単に訪問看護実習ではない実習内容への発展と
ともに，実習前の学生へのレディネスを考慮し
た，講義・演習が必要になったと考える．しか
し，現在の研究の動向からみると，他科目との
連携および知識の統合を図る教育方法に関する
研究は1件みられたのみであり10），効率よく，
学生の学びを統合する工夫に関しては今後の発
展が必要であると考える．また，カリキュラム
に言及している研究は1件のみであった11）．4
年制大学における調査では，この改正を機に科
目・分野・内容の見直し，講義・実習単位の増
加，教員体制の見直しなどを行った大学は
61％であったが，それと同時にカリキュラム全
体に影響するような提案が困難であったとの報
告もあった2）．その要因として，在宅看護論を
担当する教員が教員全体に占める割合が少な
い，他の教員から理解が得られない，関心が薄
いことが要因ではないかと考えられている．統
合分野として教育上の役割を果たすためにも，
在宅看護論担当教員をはじめとし，教育に携わ
る教員，実習指導者等を含めた教育体制の見直
しが必要であると考える．

２．著者の特徴
　112文献のうち，筆頭著者はほとんどが看護
教育職である．その内訳は大学および大学院
38件（39.9％），短期大学34件（30.4％），専門学
校35件（31.3％），合計97件（86.6％）であり，そ
の割合も30％前後とほぼ同率であった．著者
が教育職ではない文献としては，訪問看護ス
テーションの看護師による2文献（1.8％）であっ
た．ほか3文献の著者の所属記載はなかった．（図
3）
　今回抽出された文献の著者は，大学および大
学院，短期大学，専門学校に所属し，看護師養
成のみ，保健師養成も同時に行う統合カリキュ
ラムと看護教育の複雑な教育背景はあったが，
それぞれの研究目的はほぼ変わらず，教育する
上での関心事や困難は同様であったと推測され

る．一方，学生の実習施設である訪問看護ステー
ションの看護師が研究者である論文も2件あり，
実習学生の教育に関心を寄せていると考えられ
る．このことは教員にとって心強い要素である．
訪問看護ステーションを取り巻く環境が経済的
にも人材的にも厳しいといわれているが，今後
実習に関するさらなる協働を図っていく必要が
あると考える．また，統合分野の科目としての
目標，「対象を療養者，家族を初め，住環境や
地域の生活環境を含め幅広く捉える」という点
において5），他の実習施設や実習方法を新たに
開発する必要があり，教員および実習指導者が，
教育目的・目標をどのように掲げ，それらを共
有し，どのように協働を図るのかを考えていく
必要があると考える．

３．教育および実習指導方法
　先述のとおり，1996年の改正では，学生の
自己学習能力を高めることのできる学習体制が
うたわれている．学生が自ら学ぶための方策が
講義・演習・実習の中で展開されなくてはなら
ない．本研究対象となった文献では，表2に示
した通り多くの文献で教育方法の検討がされて
いる．そこで，共通する点は体験中心学習の効
果であり，その多様な具体策が述べられていた．
限られた時間数の中で，効率よく学習をすすめ
る，知識を定着させるために五感を使った体験
型の教育が有効であると考える．また，その環
境としては，個別学習よりは小集団学習を薦め
る研究結果が多く見出され，今後の学習方法へ
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の示唆となると考える．しかし，グループ学習
の運営上の問題点として，モチベーションを高
めることやテーマ設定，適切な助言やまとめ，
グループメンバーによる違いへの配慮などの難
しさがあげられており6），この点が課題である
と考える．また，波多野は，「学生相互学習とは，
知的好奇心を支える仲間とのやり取りや友人と
のやり取りの楽しさがあり，これが学習の動機
づけにつながる方法である」と述べている12）．
しかし，昨今の学生の多くが人間関係構築への
困難感をもっているといわれている．グループ
学習を効果的にすすめるために教員自身の学生
の学習促進者すなわちファシリテーター 13）と
してのスキルアップは必須であると考える．

４．実習施設
　本研究の文献では，継続看護を理解するため
の外来実習6）や医療連携部14），居宅介護支援セ
ンターでの実習15），介護保険の施設16）救急車
に同乗する17）といった方法で，地域に暮らす
人々の生活を理解するといった方策がとられて
いた（表2）．
　2009年の改正では，他職種と協働するなか
の看護の役割，在宅の終末期看護の2点の理解
が求められており，その方策として多くの職種
と施設の理解が不可欠であると考える．可能で
あれば，すべての学生が多施設の実習を経験で
きることが望ましいが，限られた時間数では非
常に難しい．実際，在宅看護に関わる職種，施
設の種類は年々増大しており，それらが有機的
に関連し，互いに影響し合いながら機能してい
る「地域ケアシステム」全体の理解は，学生に
とってさらに難しいことである．従来からの訪
問看護ステーションでの実習は必須であるが，
前述のような施設・部門での実習によって地域
に暮らす人々の生活を理解するといった方策も
採られており，さらに新たな工夫の可能性があ
ると考える．また，本学部では，訪問看護ステー
ションでの実習が中心であるが，それぞれの施
設に特徴がある．病院の医療連携・相談部や病
院の訪問看護部門，在宅終末期医療および看護
を学ぶことのできる施設等であるが，学生は1施

設のみの実習となる．したがって実習グループ
によって実習体験に多少違いがある．その違い
は，実習報告会の場で発表され，学生は情報を
共有し，相互理解し，あるいは共感することに
よって，知識は統合され，実習の学びとなって
いる．それには，教員が報告会での発表を教材
化し，学生に示すことが重要であると考える18）．
また，在宅終末期看護に関する論文は少なく19），
すべての学生が実習で体験できる状況にはない
ことが理由であると考える．しかし，今後在宅
療養者の増加が予測され，医療処置や看取，や
グリーフケアへの看護職のかかわりが増してい
く．そのような状況を鑑み，在宅終末期看護を
理解するための教育方法を模索していく必要が
あると考える．

Ⅴ．結論
　統合分野における在宅看護論の教育に関する
現状と改善方策としては，
1．統合分野として教育上の役割を果たすため
にも，在宅看護論担当教員をはじめとし，
教育に携わる教員，実習指導者等を含めた
教育体制の見直しが必要である．

2．訪問看護ステーションを取り巻く環境が経
済的にも人材的にも厳しいといわれている
が，今後実習に関するさらなる協働を図っ
ていく必要があると考える．また，他の実
習施設や実習指導者も同様に協働を図る必
要がある．

3．限られた時間数の中で，効率よく学習をす
すめる，知識を定着させるため体験型学習，
小集団学習が有効である．しかし，グルー
プ学習に対する教員自身のスキルアップは
必須である．

4．地域に暮らす人々の生活を理解するための
新たな教育方法の工夫をする必要がある．

5．在宅終末期看護をすべての学生が実習で体
験できる状況にはない．しかし，今後在宅
療養者の増加が予測され，看取りやグリー
フケアへの看護職のかかわりが増してい
く．そのような状況を鑑み，さらなる教育
方法を模索していく必要がある．
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